
＜改訂箇所＞ 

（中国しんきんカード会員規約）（個人） 

改定後 現行 

第２１条（期限の利益の喪失） 

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履

行を遅滞した場合及び第２２条第１項の規

定（但し、第２２条第１項第６号・第７号・

第８号・第９号の事由に基づく場合を除き

ます）により会員資格を取消された場合、

リボルビング払い、分割払い、２回払い及

びボーナス一括払いに係る債務を除く債務

について当然に期限の利益を失い、直ちに

債務の全額を支払うものとします。 

（略） 

 

４．本会員は、第２２条第１項第７号、第８

号または第９号の事由に該当したことが判明

した場合、本規約に基づく一切の債務につい

て当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全

額を支払うものとします。 

第２１条（期限の利益の喪失） 

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を

遅滞した場合及び第２２条第１項の規定（但し、

第２２条第１項第６号・第７号・第８号の事由

に基づく場合を除きます）により会員資格を取

消された場合、リボルビング払い、分割払い、

２回払い及びボーナス一括払いに係る債務を除

く債務について当然に期限の利益を失い、直ち

に当該債務の全額を支払うものとします。 

（略） 

 

 

４．本会員は、第２２条第１項第７号または、

第８号の事由に該当したことが判明した場合、

本規約に基づく一切の債務について当然に期限

の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うもの

とします。 

第２２条（会員資格の取消） 

⑨当社または当社の委託先・派遣元等の従業

員に対して次の（イ）から（ホ）に掲げる行

為その他これらに準じる当該従業員の安全や

精神衛生等を害するおそれのある行為をした

場合（第三者を利用して行った場合を含む） 

（略） 

３．当社は、会員が本条第１項第７号第８号

または第９号の事由に該当した場合、会員の

保有する当社が発行する全てのカードについ

て通知・催告等をせずに会員資格を取消すこ

とができるものとし、当社と会員とのその他

の契約についても通知・催告等をせずに解除

することができるものとします。 

第２２条（会員資格の取消） 

⑨当社または当社の委託先・派遣元等の従業員

に対して次の（イ）から（ホ）に掲げる行為そ

の他当該従業員の安全や精神衛生等を害するお

それのある行為をした場合（第三者を利用して

行った場合を含む） 

（略） 

３．当社は、会員が本条第１項第７号または、

第８号の事由に該当した場合、会員の保有する

当社が発行する全てのカードについて通知・催

告等をせずに会員資格を取消すことができるも

のとし、当社と会員とのその他の契約について

も通知・催告等をせずに解除することができる

ものとします。 



 

第３０条（１回払い・２回払い・ボーナス一括

払い） 

２．会員は、当社が適当と認めた場合には、別

途定める方法により、前項の支払い方法に係る

債務を繰上げて返済することができます。現在

ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記

＜繰上返済の可否及び方法＞に定めるとおり

とします。 

第３０条（１回払い・２回払い・ボーナス一括

払い） 

２．会員は、当社が適当と認めた場合には、別

途定める方法により、１回払いに係る債務の全

部または一部を繰上げて返済することができ

ます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条

件は、下記＜繰上返済の可否及び方法＞に定め

るとおりとします。 

＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回

数、手数料率等＞ 

・リボルビング払い 実質年率 １５．０％ 

・分割払い 

 

 

 

＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回

数、手数料率等＞ 

・リボルビング払い 実質年率 １５．０％ 

・分割払い 

 

 

＜分割払いのお支払い例＞ 

利用金額５０，０００ 円、１０回払いで分割

払いをご利用された場合 

①分割払い手数料…   ５０，０００円×

＜分割払いのお支払い例＞ 

利用金額５０，０００円、１０回払いで分割払

いをご利用された場合 

①分割払手数料      ５０，０００円×



（８．２０円÷１００円）＝４，１００円 

②支払総額…５０，０００円＋４，１００円

＝５４，１００円 

③分割支払額…５４，１００円÷１０回＝

５，４１０円 

 

（６．７０円÷１００円）＝３，３５０円 

②支払総額  ５０，０００円＋３，３５０円

＝５３，３５０円 

③分割支払額  ５３，３５０円÷１０回＝

５，３３５円 

 

＜繰上返済の可否及び方法＞ 

 

＜繰上返済の可否及び方法＞ 

 

＜お客様相談室＞ 

株式会社中国しんきんカード 

〒７３０－００３２ 広島市中区立町１－

２４ 

 

＜お客様相談室＞ 

株式会社中国しんきんカード 

〒７３０－００３２ 広島市中区立町１－

２４ 有信ビル 

 

（２０２６年４月改定） 

 

（２０２５年４月改定） 

 

 

 



 

（個人情報の取り扱いに関する同意条項） 

改訂箇所 現行 

第１条（個人情報の収集・保有・利用等） 

２．会員は、当社がクレジット事業（クレジ

ットカード、ファクタリングを含む）、保証

事業、融資事業、保険事業、集金代行事業

その他これらに付随する事業に関する次の

目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情

報を利用することを同意します。 

①新商品情報のお知らせ、関連するアフ

ターサービス 

②市場調査、商品開発 

③宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子

メール送信等その他の通信手段を用い

た営業活動 

④当社が認める加盟店等その他当社の提

携する者等の営業に関する宣伝物・印

刷物の送付、電話及び電子メール等そ

の他の通信手段を用いた送信 

⑤当社が認める加盟店等その他地方公共

団体等及び当社の提携する者等の各種

プロモーション活動等を支援するデー

タ分析サービスにおいて、個人情報に係

るデータを照合、分析することにより、

統計レポートを作成すること（個人を識

別し得ない統計情報として加工したも

のに限る） 

 

 

第１条（個人情報の収集・保有・利用等） 

２．会員は、当社がクレジット事業（クレジ

ットカード、ファクタリングを含む）、保証

事業、融資事業、保険事業、集金代行事業

その他これらに付随する事業の次の目的の

ために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利

用することを同意します。 

①新商品情報のお知らせ、関連するアフ

ターサービス 

②市場調査、商品開発 

③宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子

メール送信等その他の通信手段を用い

た営業活動 

④当社が認める加盟店等その他当社の提

携する者等の営業に関する宣伝物・印

刷物の送付、電話及び電子メール等そ

の他の通信手段を用いた送信 

⑤当社が認める加盟店等その他地方公共

団体等及び当社の提携する者等の各種

プロモーション活動等を支援するデー

タ分析サービスにおいて、個人情報に係

るデータを照合、分析することにより、

統計レポートを作成すること（個人を識

別し得ない統計情報として加工したも

のに限る） 

 

 

第２条（信用情報機関への登録・利用等） 

１．本会員（本会員の予定者を含む。以下総

称して「本会員等」という）は、当社が、本

規約に係る取引上の判断にあたり、当社が

加盟する下記の信用情報機関（個人の支払能

力・返済能力に関する情報の収集及び当該

第２条（個人信用情報機関への登録・利用） 

１．本会員（本会員の予定者を含む。以下総

称して「本会員等」という）は、当社が、本

規約に係る取引上の判断にあたり、当社が

加盟する下記の個人信用情報機関（個人の支

払能力に関する情報の収集及び当該機関の



機関の加盟会員に当該情報を提供すること

を業とする者。以下「加盟信用情報機関」と

いう）及び加盟信用情報機関と提携する下記

の信用情報機関（以下「提携信用情報機関」

という）に照会し、本会員等及びその配偶者

の個人情報が登録されている場合には当該

配偶者の情報（当該各機関の加盟会員によっ

て登録される契約内容、返済状況等の情報

の他、当該各機関によって登録される破産

等の官報情報等を含む）を本会員等の支払能

力・返済能力の調査の目的に限り、利用す

ることに同意します。 

２．本会員等は、①加盟信用情報機関によ

り定められた情報（下表の「登録情報」記載

の情報、その履歴を含む）が当該機関に下表

の「登録の期間」に定める期間登録されるこ

と、並びに、②登録された情報が加盟信用

情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員

により本会員等の支払能力・返済能力に関

する調査のため利用されること、に同意し

ます。 

３．本会員等は、前項の情報が、その正確

性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報

機関による加盟会員に対する規則遵守状況

のモニタリング等の個人情報の保護と適正

な利用の確保のために必要な範囲内におい

て、加盟信用情報機関及び提携信用情報機

関並びにそれらの加盟会員によって相互に

提供または利用されることに同意します。 

 

加盟会員に当該情報を提供することを業と

する者。以下「加盟信用情報機関」という）

及び加盟信用情報機関と提携する下記の個

人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」

という）に照会し、本会員等及びその配偶者

の個人情報が登録されている場合には当該

配偶者の情報（当該各機関の加盟会員によっ

て登録される契約内容、返済状況等の情報

の他、当該各機関によって登録される破産

等の官報情報等を含む）を本会員等の支払能

力の調査の目的に限り、利用することに同

意します。 

２．本会員等は、①加盟信用情報機関によ

り定められた情報（下表の「登録情報」記載

の情報、その履歴を含む）が当該機関に下表

の「登録の期間」に定める期間登録されるこ

と、並びに、②登録された情報が加盟信用

情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員

により本会員等の支払能力に関する調査の

ため利用されること、に同意します。 

 

３．本会員等は、前項の情報が、その正確

性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報

機関による加盟会員に対する規則遵守状況

のモニタリング等の個人情報の保護と適正

な利用の確保のために必要な範囲内におい

て、加盟信用情報機関及び提携信用情報機

関並びにそれらの加盟会員によって相互に

提供または利用されることに同意します。 

 



 

＜登録される情報とその期間＞ 

 

※１ 申込み時点において勤務先は決定し

ているものの入社年月が未到来であ

る場合、勤務先の加盟信用情報機関

への登録は入社年月が到来してから

となります。 

※２ 上記「本規約に関する客観的な取引

事実」は、氏名、生年月日、住所、

電話番号、勤務先、契約日、契約の

種類、契約額、貸付額、商品名及び

その数量・回数・期間、支払回数、

利用残高、割賦残高、年間請求予定

額、支払日、完済日、完済予定年

月、月々の支払い状況等（解約、完

済、支払停止抗弁の申立等の事実を

含む）となります。 

 

 

４.本会員等は、当社が加盟する信用情報機

関が、当該機関及び提携信用情報機関の加

盟会員による本会員等の支払能力・返済能

力の調査に資することを目的に、保有する

信用情報を以下のとおり利用すること、及

び加盟会員に提供することに同意します。  

＜登録される情報とその期間＞ 

 

※１申込時点において勤務先は決定してい

るものの入社年月が未到来である場合、

勤務先の加盟信用情報機関への登録は

入社年月が到来してからとなります。 

※２上記「本規約に関する客観的な取引事

実」は、氏名、生年月日、住所、電話番

号、勤務先、契約日、契約の種類、契約

額、貸付額、商品名及びその数量・回数・

期間、支払回数、利用残高、割賦残高、

年間請求予定額、支払日、完済日、完済

予定年月、月々の支払い状況等（解約、

完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含

む）となります。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 



①信用情報機関が保有する信用情報  

当社が加盟する信用情報機関は、下記の信

用情報を保有します。  

（イ）本条２．により、当社を含め、信用情

報機関の加盟会員から提供を受けた情報  

（ロ）信用情報機関が収集した（イ）以外の

情報  

（ハ）信用情報機関が、保有する信用情報に

分析等の処理を行い算出した数値等の情

報、その関連情報  

②信用情報機関による信用情報の利用  

当社が加盟する信用情報機関は、保有する

信用情報を下記のとおり利用します。  

（イ）信用情報の確認、調査、名寄せ・合

算、その他信用情報機関の業務を適切に実

施するための処理  

（ロ）信用情報の分析等の処理及びそれに基

づく数値等の情報の算出  

③信用情報機関による加盟会員に対する信

用情報の提供  

当社が加盟する信用情報機関は、信用情報

（①（イ）（ロ）（ハ））を加盟会員へ提供し

ます。また、信用情報（①（イ））を、提携

信用情報機関を通じてその加盟会員へ提供

します。 

 

 

＜加盟信用情報機関の名称・電話番号＞ 

○名  称：株式会社シー・アイ・シー 

（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用

情報機関） 

 電話番号：０５７０－６６６－４１４ 

 ホームページアドレス：

https://www.cic.co.jp 

※契約期間中に新たに信用情報機関に加盟

する場合は、別途、書面により通知し、

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話

番号＞ 

○名  称：株式会社シー・アイ・シー 

（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用

情報機関） 

 所 在 地：〒１６０‐８３７５ 東京

都新宿区西新宿１－２３－７ 

新宿ファーストウエスト１５階 

 電話番号：０１２０－８１０－４１４  



同意を得るものとします。 

 

ホームページアドレス：

ttps://www.cic.co.jp 

※契約期間中に新たに個人信用情報機関に

加盟する場合は、別途、書面により通知

し、同意を得るものとします。 

 

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞ 

○名  称：株式会社日本信用情報機構 

 電話番号：０５７０－０５５－９５５ 

 ホームページアドレス：

https://www.jicc.co.jp 

○名  称：全国銀行個人信用情報センタ

ー 

   

 

電話番号：０３－３２１４－５０２０ 

 ホームページアドレス：

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等

は各機関のホームページに掲載されてい

ます。なお、各機関に登録されている情

報の開示は、各機関で行います（当社では

行いません）。 

（株式会社シー・アイ・シーが実施する「ク

レジット・ガイダンス」については、上記

の同社のホームページをご覧ください。） 

 

＜提携信用情報機関の名称・所在地・電話

番号＞ 

○名  称：株式会社日本信用情報機構 

 電話番号：０５７０－０５５－９５５ 

 ホームページアドレス：

https://www.jicc.co.jp 

○名  称：全国銀行個人信用情報センタ

ー 

 所 在 地：〒１００－８２１６ 東京

都千代田区丸の内１－３－１ 

 電話番号：０３－３２１４－５０２０ 

 ホームページアドレス：

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等

は各機関のホームページに掲載されてい

ます。なお、各機関に登録されている情

報の開示は、各機関で行います（当社では

行いません）。 

 

 

第６条（個人情報の開示・訂正・削除） 

１．会員等は、当社、信用情報機関に対し

て、個人情報の保護に関する法律に定める

ところにより、会員等自身の個人情報を開

示するよう請求することができます。 

① 当社に開示を求める場合には、第１０

条記載の窓口にご連絡ください。開

示請求手続（受付窓口、受付方法、必

要書類等）の詳細をお答えします。ま

第６条（個人情報の開示・訂正・削除） 

１．会員等は、当社、個人信用情報機関に

対して、個人情報の保護に関する法律に定

めるところにより、会員等自身の個人情報

を開示するよう請求することができます。 

① 当社に開示を求める場合には、第１０

条記載の窓口にご連絡ください。開

示請求手続（受付窓口、受付方法、必

要書類等）の詳細をお答えします。ま



た、開示請求手続は、当社所定の方

法（インターネットの当社ホームペー

ジへの常時掲載等）でもお知らせして

おります。 

   ※当社ホームページアドレス：

https://www.chugoku‐card.co.jp 

② 信用情報機関に開示を求める場合に

は、第２条記載の連絡先へ連絡して

ください。 

 

た、開示請求手続は、当社所定の方

法（インターネットの当社ホームペー

ジへの常時掲載等）でもお知らせして

おります。 

   ※当社ホームページアドレス：

https://www.chugoku‐card.co.jp 

② 個人信用情報機関に開示を求める場合

には、第２条記載の連絡先へ連絡し

てください。 

 

＜お客様相談室 （責任者：お客様相談室

長）＞ 

株式会社中国しんきんカード 

 〒７３０－００３２ 広島市中区立町１

番２４号  

電話番号 ０８２－２０５－５２２１ 

 

＜お客様相談室 （責任者：お客様相談室

長）＞ 

株式会社中国しんきんカード 

 〒７３０－００３２ 広島市中区立町１

番２４号 有信ビル 

電話番号 ０８２－２０５－５２２１ 

 

（２０２６年４月改定） 

 

（２０２５年４月改定） 

 



 

 


